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例：１０月２日生まれの人の場合

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

４月～９月分を、年度末までの納
期に分けて、加入している医療保
険の保険料から納めます。

１０月９月

１０月～翌年３月分を、年度末まで
の納期に分けて、納付書で納めま
す。

介護保険料を納め始めるのは

６５歳になる年度
の保険料について

６５歳になった月（６５歳の誕生日の前日がある月）から第１号被保険者として保険料を納めます。

４月から６５歳になる月の前月までの分は、年度末までの納期に分け
て、加入している医療保険の保険料（介護保険分）から納めます。６５歳
になった月から年度末までの分は、年度末までの納期に分けて「介護
保険料」として納付書で納めます。

９月分から

１０月分から

例

１０月１日生まれ

１０月２日生まれ

６５歳


